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〈論文要旨〉

　本稿 は、冷戦終結後 、 徐 々に、そ して 1990 年代 にな っ て 急速に進行 した証券資本主義の グ ロ
ーバ

ル化が会計と情報開示 に もた ら した影響を検証するなかで 、 会計および情報開示制度の改革にっ い て 、

その 意味を考察す るこ とを 目的 とする 。

　こ の 目的設定は 、 会計制度の 今後 の 発展 動向を見極めるための 布石で ある 。 現在の 世界的な会計制

度改革の根底 にあ る思想は伺か 。 そ れを知れば今後の 動向も明 らかになる とい う仮設 を立て て 、 こ の

間題 に接近 した結果得 られた知見を開陳 して い る 。
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　本稿は、冷戦終結後 、徐 々 に 、 そ して 1990 年代にな っ て 急速に進行 した証券資本主義の グロ

ーバ ル化が会計 と情報開示 に もたらした影響 を検証するな かで 、 会 計お よび情報 開示制度の 改革 に

つ い て 、 そ の 意 味を考察す る こ とを 目的 とす る 。

　こ の 目的設定 は、会計制 度の 今後 の 発展 動 向を見極 め るための 布石 で ある 。 現在の 世界的な会計

制度改革の 根底 にあ る思想 は何か 。 そ れを知れ ば今後の 動向も明 らか に なる とい う仮設を立 てて 、

こ の 問題 に接近 した結果得 られ た知見 を開陳 して い る 。

1 ． 市場 環境会計モ デ ル の 基 本理 念

　株式資本主義の 根 底に ある の は 「株価 」 で あ る 。 そ れ を公 正 に形成する ため の 前提 と して 公正な

企業 情報の 開示が 要請 され る 。 何 をも っ て 公正 とい うか、それが 問題 で あ る 。 こ の 問題 を解 く鍵は 、

イギ リス に伝統的な 「True　and 　Fair　View 」 に発見された 。 こ れが公式 に表 明 されたの は、 194

8年の イ ギ リス 会社法で ある 。

　こ の 伝統的概念は 、 1945 年の コ ーエ ン ・レポー トに よっ て
一旦は 、

「True　and 　Correct　View」

と表明 され、会 計情報の 真実性 の 保 証は帳簿記録 の 正確性 に置かれ、取 得原 価主義の 正 当性の 根拠

とされたが 、
48 年の 会社法以後 、 会計情報の正 当性は 、 帳簿記録の 正確性 よ りも、 公正 な市場価

値を反映 して い る か否かの観点 か ら判断され る こ とが 、 法的解釈の基礎 に置かれ る形 で復 活 した 。

イギ リス の EU 加盟 に伴 い 、
　 EU 会社法第四指令に も取 り入れ られた 。

　しか し、こ の 「True 　and 　Fair　View 」 に ｝ま公式の 定義はない 。 その 内実は慣習 的価値判断に委ね

られ て い る 。 そ の 曖昧さ を認め なが らも、 制定 され た 「GAAP 」 の解釈 に疑義 が生 じた り、
「G

AAP 」 の規定に な い 新 しい 取引 や事象が発 生 した場合 に 、 会計処理 の正 当性を判断する に あた っ

て 、 この 概念に依拠する こ とが認 め られて い る 。

　こ の こ とか ら、 こ の 概念は不文 の 「GAAP 」 を内包 す る と言われ る 。 成 文化 され た 「GAAP 」

の基礎に置かれ るべ き概念で あると同時に 、 それを超える会計の 哲理である とい っ て よい 。
「GA

AP 」 に準拠 した会計処理で あ っ て も、利害 関係 者に不 当な不利益 を もた ら したと法曹が判 断 した

場合 には 、 損害賠償責任 を問われ たケー
ス がア メ リカにおいて 過去 に数件発生 して い る 。 これ らの

ケース で は、取得原価主義が 該当する決算期間お よび 時点の 公正 市場価値 を反映 しない ため に投資

家に与 えた損害が批判され たもの で あ る 。 こ れは 1970 年代初頭 の 頃で あ る 。 その 判決 か ら、 公

正価 値会計 へ の 関心が高 ま っ た と見 られ る 。 実 は其処 に、ア メ リカ に おけ る陪審 裁判の もつ 決定 的

な役割が見 出され る 。

　ア ン グ ロ ・サ クソ ン に共通 する 、「常識の 勝利」 あ る い は 「民衆の 判断 」が、会 計に 於ける 「True

and 　Fair　View 」 を支持す る思想を形成 して い る ように思われ る 。そ の 前提 と して 、 自由競争、公

正 市場取 引 、 公 正価値 とい う市場 関係 が 予定 されて い る と見 られ る 。 そ れ が 、 専門家集団の作成 し

た 「GAAP 」 に準拠 して い る か否かだけで は な くて 、 実害があ っ たか否か を目安に して 陪審員が

判断す るあた りに 、
「［［Erue　and 　Fair　View 」 の 真の 意味が隠れ て い る ようで あ る。〔注 1 〕

2 ．伝統的会計モ デル の 特徴 を踏 まえて

　さて 、 こ の ような公 正 市場価値 へ の 傾斜は、しば しば 、 イ ン フ レ
ー

シ ョ ン との 関係で 顕在化 した 。

貨幣価値低落や個別物価上 昇に伴ない 、歴史的取得原価が価値表明能力 を喪失 した こ とがその 原因

で あ る 。

　こ の こ とは 、 原価は価値を代表 す る限 りで 有用で あ る こ とを物語る 。 これ まで 、 取得原画主義が
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採用 され て きた の は 暗黙の うちに貨幣価値
一

定の 仮定 （公準）を置 い て い たか らで ある 。 したが っ

て イ ン フ レーシ ョ ン の ような特 別な事態 が発 生 した場合に の み 資本修正 の ため に資産再 評価 を実

施 した 。 こ の措置は非 資金取引で ある減価償却 費の 名 目化 を排除 するため で あ っ た 。

　 ま た 、 常時採用 され て きた もの に 金融資産や棚卸資産に対する低価法の 採用が る 。 こ の 措置は 当

該資産 に対 する評価損 を 帳簿価 格 か ら引 き去 る もの で あ る 。 それ に よ っ て 当該 資産の 帳簿価 格を評

価時点 の市場価格あ る い はそ の 近似値に修正 して い る 。 こ の措置は保守 的会計処 理で原価主義の例

外 を成 す もの で ある 。

　 ど うして この ような措置を取得原価主義に加 えたの だろ うか 。 其処に は 二 つ の 理 由が 見 られる 。

そ の 一つ は資本の 直接的修正 に よ っ て 資本 の 実質的維持を 図る こ とで ある 。 そ の 実態は 取替原価主

義の 採用で ある 。 昭和 25 年の 資産再評価法に よ る再評価積立 金 と時価 （再評価後原価）減価償却

の セ ッ トがそれで あ っ た 。 その 二 つ は資産の 減損額 をあ らか じめ損 失計上す るこ とに よ っ て 利益を

圧 縮する こ とで ある 。 この圧縮は取得原価主 義か ら出て くるもの で は な く、 正 味実現可能額を目安

に 資産評価額 を決定す る時価 主義の 採用 で あ る 。 こ れは評価益 の 計上を認め ない 点にお い て 非対称

的時価主義で あ る 。

　 こ う した措置は取得原価主義に よる情報の 陳腐化 に対応する もの で あ る 。 取得原価主義の 経済的

前提 は 、 経済構造 の 長期 的安定 、 緩慢 な技術革新、市場 の 安定 、 為 替相場 の 安定 、 貨幣価値 の 安定

な ど 、 平坦な経済環境で ある 。

　 日本は これ まで 石油シ ョ ッ ク 、
ニ ク ソ ン ・シ ョ ッ ク 、 変動相場制へ の 移行などの環境条件の 変動

を乗 り越 えて 成 長 を続 け て きた 。 こ れ に 寄与 して きた会計処 理 に は 、計画 的 ・規則 的減価償却が あ

る 。 生 産経 済 に特化 して きた 日本経済 に とっ て は製 品生 産原価 の 安定 が 不可欠で あ っ た 。
「正 規の

減価 償却 」はこ の 要請 に答 えた もの で ある 。 そ れは期間損益の 平準化 に寄与 し経営の 安定 に貢献 し

た 。 企業の 業績評価に は 、 昭和 24 年か ら昭和 38 年 まで の 期間 、 当期業績主義が採用 され 、 前期

損益修正 、 臨時損益 、 固定資産売却損益な どの 損益項 目は期間外損益 として 期間損益計算か ら排除

された 。 それ には、期間損益計算 を正 常収益力の 測定手段 とす る意図が あ っ た 。

　 こ れが変更 され期間外損益項 目をも収 容す る包括主義損 益計算 書が採用 され る に及 んで、損益計

算書 は株主持分変動計算の 機能を も負担す るこ ととな り、 損益計算書最終末尾 の 金額は当期未処分

利益 剰余金 で あ る 。 こ れ は 損益 計算 に業績測定の 役 割を も っ ぱ ら求め る の で は な く、 当期処分 可 能

財源の 表明機能を持たせ たこ とにな る 。

　 こ の 変更は 、 昭和 38 年の 商法計算書類規則 に端を発 して い る 。 そ れ まで の 「企業会計原則」 は

戦後の 産業復興 を 目標 と し経営再 建に奉仕する役割を持 っ て い た 。そ こで 、 経営者の視点 が そ の全

体を貫い てい た 。 その 具体的表象は 資本剰余金概念に見 られ た 。 資本蓄積の ため に 内部留保を厚 く

した 。
「そ の他の 資本剰余金 」 が端的に そ れを表わ して い た 。 しか し 、 そ の後 、 昭和 49 年の 商法

と企 業会計原則 との 調整に伴な っ て 、 資本剰余金は 、 資本準備金に 該当する もの を除い て 、 利益処

分 の 対象 とされ 、 内部留保 を適切 とす る もの は 「そ の 他 の 資本剰余 金」 として 積み立 て られ る こ と

に な っ た 。

　 こ の改 正 は、「そ の 他の 資本剰余金 」 は収 益 の留保で ある と認め たこ とに なる 。 戦後 の 資本蓄積

の 論 理の
一

角が こ こ か らほこ ろ び 始め た 。 こ れ は経 営者の 視 点か らの 内部留保 の 正 当性に対する 疑

義があ っ たこ とを示唆 して い る 。

　建設助成金 の 国庫補助を財 源 とす る 固定資産 の 取得 に っ い て 、 そ の 額を取得原価か ら圧 縮する圧

縮記帳が税法上認め られ たの は、こ の額を益金 と認識 しそ の 課税を当該資産 の償却期 間 にわた っ て

延期 す る措置で あ っ て 、 こ れ らの 受 け入れ金 の資本剰余金 性 を否定 するもの で ある 。

　 こ の 頃には 、 利益留保性引 当金 が 、 商法の 引当金規定の 曖昧さを突 くよ うに設定 さ れた 。 こ れは
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明 らかに恣意 的な利 益留保で あ っ た 。 その 篌 、 引当金規定の改正 に よ っ て 、
こ の道 は閉ざされたが

、

日本の企業全体で 巨額の こ の 特定 引当金残 高が あ っ た 。 それを損益計算書 に戻 しい れる と巨額の特

別利益 が発生 す る こ とになるの で 、

負債の部か ら 、 直接 、 資本の 部 に振 り返 る こ とが 、 経過 的措置 として 、 認 め られた 。

つ ま り、 利益の 圧 縮が 行なわれ た の で ある 。

　こ の ように、
「その 他 の 資 本剰 余金 」 に よる利益否認 と直接的な資本 蓄積や 「特定引当金」 に よ

る利 益圧 縮 と間接的な資本蓄積 （擬似 負債 の 計上 ）は 、 経営者の 論理 に 立 っ た 内部留保政策の あ ら

われ で あ り 、 株主 の立場 に た つ もの で はな か っ た。

それ を可能に したのは 、 閲接金 融へ の依存 と銀 行による株式保有お よび事業会社を含めて の 株 式持

合い で あ っ た 。 そ して 、 こ れ を推進 して きた の が 「護送船団方式」 に 代表され る金融系列化 と産業

保護 政策 であ っ た 。

　伝 統的会計政策 と会計基準は 、 こ の ように して 、 官僚統制に よる閉鎖的産業政策 と経営者支配に

よる企業経営の 癒着を合理化する
一

つ の 手段 とされて きたので ある 。 其処には証券市場に よる直接

金融を育成する 姿勢はな く、企業経営 を証券市場 に全 面的に 曝す姿勢も無か っ た 。 戦後 、 占領政策

の
一

環 と して 意図 され た 証券民主 主義 の 育成 とは ま さ に逆の 方向 に 走 っ た の で ある 。 会計政策 や会

計基準 は 、投 資家の ため の 会計 を 目指 さ ない で 、経営 者の ための 会 計 を制度化 して きたの で あ る 。

それが避け られない 道で あ り、 戦緩の 経済復興 と高度成長に寄与 して きたこ とは否定 し得ない が 、

こ れが今 日に於 け る経 済危機 を もた らす に到 る原 因 とな っ た こ とも否定 し得 ない 。 ［注 2 ］

3 ．市場環境の 変化 に対応す る会計パ ラ ダ イム へ の 始動

　戦後 の 経営者会計モ デ ル か らの 転換 が始 ま っ たの はい つ か 。 1980 年代 の

日本の成功に立 ち向か っ たア メ リカ の 反撃は 、 冷戦終結で 軍用技術 の 民 間転用 を背景に 、 すさま じ

い もの で あ っ た 。 こ の 頃、 日本の 東京で は、「ア メ リカ を元気 に す る会 」 な どとい う思い 上 が っ た

会 が識者の 間で 作 られて い た 。 他 方 、 ア メ リカで は 、
エ ズ ラ ・ボ ーゲル が 「Japan　as 　number 　One」〕

を出版 し、ア メ リカ人 に警告 して い た。こ の 時期にア メ リカは徹底 した市場主義 に乗 り出 した 。 ア

メ リカ資本主義 の 復権 を賭 けて 国際市場競争に挑戦 したので ある 。

　 日本 に とっ て 、それは、経営者支配に よる企業の 安泰を覆す遠因だ っ たの で あ る。

市場主義は株式会 社へ の 直接投資を基礎 に成立する 。 こ の場合 、 経営者は株主 に よ っ て 選任 ・解任

され る リス ク を背負 っ て い る 。 所 有 と経営 の 分 離 とい う仮説は 、 両者の機 能分化 を企業 モ デル の 基

礎に 置 くもの で あるが 、 こ れが 十分 に機能 す るため には市場 に よる企業 の 評価 が不 可欠で あ る 。 つ

ま り、 所 有か らの 経営 の分離は統治の 委任 で あ っ て 譲渡で はない 。 統治の主権者は株主で ある 。 だ

か ら株式市場で の企業の 評価が 、 株主 に よる経営者の 評価に決定的な影響を与える 。

　 この 株式市場 の役割を積極的に取 り入 れ る の が 市場 主義で ある 。 ア メ リカ は 80 年代の経済停滞

あるい は国際競争 力の 低下 を市場主義 によ っ て 回復 した 。 他 方 、 日本 は戦後 の 経済再建 を急速に実

現す るため に 、 官民癒着 の 経 済体制 を構築 し、金 融資本 へ の依 存 を高 め、証券 市場 を無機能化 して

きた 。 護送船 団方式 、 株式持合い
、 金融系列の構築によ っ て 、証券市場の 発達 を妨 げて きた 。 それ

らが放漫なバ ブル経済を産んだの で ある 。

　 90 年代 に復活 したア メ リカの 証券市場経済とは対照的で ある。1985 年 にプ ラザ合意 を突 き

つ け られて も 、 日本はなお 目覚め な か っ た 。 90 年代 は こ う して 「失わ れた 10 年」 とな っ た 。 こ

の 間に 、
工 業社会 か ら情報社会へ の 急速な転換が世界経済の 構造的変化 を引 き起こ して い る 。 それ

を支 えて い る の が 国際証券市場で ある 。
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　 日本 の 会計 制度 改革は こ の国際証券 市場の グ ロ
ーバ ル 化 に背を突かれ る格好で 始 ま っ た。会計基

準 の 改正 は 1998 年 に集 中 して い る 。 日本の 株式市場 が国際資本に よるM ＆ A の 「イ ン ・プ レイ」

の 対象 とな っ た こ とが 、 こ の 改革 を促 進 させ たの で ある 。 こ の 時期には 、 ア ジア 通貨危機 、 韓国の

経済危機 が発 生 し て い る 。 日本 は金融危機 が 最高潮に 達 して い た 。

　 1998 年は 、 経営者会計モ デル か ら株主会計モ デル へ の 転換 を決定付 けた年で あるが 、 こ の 転

換の前兆 は 1991 年の 監査基準等の 改正 で あ る 。 こ の 改正 にあ た っ て 、 日本の 会計基準 は日本特

有の もの で あ る とい う警句 に対応 す るか の よ うに 、 準拠する会計基準 は 「企 業会計原則 」 か ら 「一

般 に認 め られた会計基準 、 GAAP 」 に準拠 す る 「世界 に通用 す るもの 」 に変更 され たこ とが 明記

されて い る 。 同時に、会計基準の 設定 主体 を民間の基準設定機関に移行 させ る こ とも示唆された 。

〔注 3〕

4 ．市場 環境対応型 会計モ デ ル の核 心 は株主価値の 評価

　 時価 主 義会 計 の 導入 と特徴 付 け られ て い る 1998 年 以 降の 日本 の会 計基 準改正作業 は今なお

進行形で ある 。 そ の改正 の核心は証券投資情報 と して信頼で きる企業決算情報 の 開示 に ある 。

　信 頼で きる決算情報 は 、 伝統 的に は 、 客観的で 検証可 能な証拠 に基づ い たもの とい う条件 を満 た

すモ デル として 、取得原価／実現利益 モ デル が採用 されて きた 。 しか しそれで は情報 の 陳腐化 が生

まれ る経済環境の 変動に 対応 で きない と言う理 由で イン フ レ修正 な どが行なわれて きたこ とは既

述の とお りで あ るが 、 現在進行 して い る改正 は 、 その理念 が企業価値の 表 明に置かれて い るの で 、

情報 の 構築方法が根本 的に従来 と異 なる 。

　従来の情報構築方法は 、 取引記録 を取引 発生 時点 か ら追跡す る記録集積型 で ある。

こ れ は 資本の 循環過程 を入 り口 か らフ ォ P 一す る もの で あ る 。 こ れ に対 して 、 企 業価値モ デル と し

て 構築されるもの は、資本 の 回収成果か ら逆に資産の投資価値を評価 し負債の 発生額 を見積 もっ た

上で 損益を算定するもの で ある 。 こ の 方法は 、 株式投資の ための 企業価値評価 を目標 に設計された

もの で 、 回収価値管理型 で あ る 。

　記録集積型 では、貸借対照表 は支 出原価お よび 収入額の 繰越残高を収容 した もの で ある か ら価値

表明機能は意図さ れて い な い 。 それ は損益計算の 残 滓に過 ぎない 。

他方 、 回収価値管理型 で は 、 貸借対照表は価値表明機能を具備する こ とを 目的と して作成 され る 。

その 結果 、 損益計算に は資産お よび負債の 評価 の影 響額 が計上 され る 。

　 こ う した 二 つ の 会計方法の 違い は 、 原価主義 と時価主義の 違 い とい う評価方法の 違い の み に 注目

して 是非 を論 じる こ とで終 わる もの ではな い。原価主義に於いて も必要に応 じて 時価 を採 用 して い

る こ とは既に 見た とお りで あ る 。 時価主義に於 い て も原価に価値表明能力が認め られ る場合に は原

価が 採用 され る 。

　両者の 本質的な 違い は 、 投下資本 の名 目的回収計算で あ っ て も価値 回収 に支障をきたさない 環境

に あ る か 、 そ の 実質的回収計算を意図的に行なわねば な らない 環境にあるかの 違い で あ る 。 こ の よ

うな市場環境 へ の 対応 が根 本間題で ある こ とを示唆 して い るもの に 、 投 資不動産の 収益還 元価値に

よる評価 、 事業用 固定 資産 の減損会計 、 金融 資産の 全面的時価評価 な どがある 。 こ れ らの 会計処理

は、キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー経営 の 理念 に従 っ た もの で あ る 。 しか もそれ は企業価値 を株 式市場 におい て

判断する 目安 とな る 。

　 日本 は こ れ らの 会計処理 には慎重 な姿勢 を崩 して い ない が 、 既 に 日本企業の 多 くが国際資本の 傘

下 に ある現状で は 、 こ れ ら の 措置が 国際基 準に採用 され る と頑固 に拒否する こ とは 出来 ない 。 世界

的に急 激な産業構 造の 変化 に見舞 われ 、 企業 の 存続可能性 が 危ぶまれ る現状の 中で 、 株式投資を実
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行す るため に は 、
「い ま 、 現在に おけ る 」 企業価値の評価が 、 市場に とっ て の最大 の 関心事で ある 。

それ が現在の 時価主義会計の根底に ある市場か らの要請で あ る 。 〔注 4 〕

5 ，市場環境対応 型 会計モ デ ル の 構 築 を要請 す る現実

　こ の ような会計改革は 、 時々の株価変動に経営者が敏感に対応 し ようとする 「株価経営」 を誘発

し、長期 的視 野 に 立 っ た経 営の 妨 げに なる とい う危機 意識があ る 。

「株価時価総額」 で 企業ラ ン キ ングが決まる現実に経営者は 不安で ある 。 今回の 会計改革はそれ を

助長するようなもの だ とい う。

　しか し 、 日本 の現実で は 、 資産 ・負債ア プ ロ ー
チ を採用す る国際会計基準 をペ ース に した改革 の

必 要性が 日に 日に 高ま っ て い る 。
「構造改革」 とい う政治課題 がそ れ を示 す ように、 日本全体 が構

造改革 を市場 か ら迫 られて い る 。 国 際資本 市場 に投 げ出 され た 日本は 、 生保 、 証券、 銀行 、 流通 、

メーカー
、 情報 通信 な ど主要 な産業分 野に おい て外 資の 傘下 に ある 。 外国投資家 、 わけて も、 ア メ

リカ 、 イギ リス な どの ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン 系の 投資家が 支配 して い る 。 こ の 現状か ら出て くる もの

は 、

ア ン グ ロ ・サ クソ ン流の 会計改革の 受容で ある 。

　こ れ を後押 し して い る の が不 良債権 とリス トラ 失業で あ る。不良債権 は金融 不安 の 再燃 と公的資

金 の再 注入 とい う悪循環を懸念 させ る 。 リス トラ失業は雇用不安 を解消 し生活保障する ための 政策

が 必 要で ある 。 ともに マ ク ロ 経済運営の 悩みの 種で あ る が 、 同時に ミク ロ 経済で あ る企業経営の 深

刻 な課 題で あ る 。

　経営健全化 の ため に企業が リス トラ し 、 銀行が不良債権の 減少を図 る 。 失業が増大す る と消 費経

済 を冷え込 ませ る。そ れが景気後退の 引 き金 に なる。景気後退 で 不良債権が増 え続 ける 。 こ の 悪循

環 を断 ち切 る ため に は減税が 必 要で ある 。 ア メ リカ政府は 景気後退局 面に臨ん で減税を 公約 し、 民

間パ ワ
ーに よる景 気浮揚 を狙 っ て い る が 、 日本で は公 的資金 による現状 の 打開 が意 図されて い る 。

市場が これに好ま しい 反応 を示 すだ ろうか。世に 「焼け石 に水」 の 譬えがある よ うに、その効果が

お ぼつ かない と 、 政府 の テ コ 入 れを要求する外 国勢力 に公 的資金 を食われ る結果に なる 。

市場の 自立的回復 を促 がす ため に は 日本企 業へ の信頼を取戻す民間活力の 再生 が不可欠 で ある 。

　 こ の ため に は、民間経済の 再生 を阻害す る公 的部門 の構造改革が必要で あ る 。 国民 が小泉改革 を

支持 して い る の は その 期待か らで あ る 。 その 意 味で 、 市場環 境対応型会計モ デ ル の構築は 公的部門

に 対する緊急の 課題で もある 。 会計制度改革に よっ て 官公庁等の行財政に 資源管理 会計を導入 する

必要 があ る 。 こ れはイギ リス に於い て 1998 年以来、採用 されて い る もの で、行 財政 の効率 的、

効果的 、 経済的な 執行 を投入資源 の 管 理の 視点 か ら実施 す る発生主義会 計で あ り、 時価主 義を採用

して い る 。 ［注 5 ］

　公会計部 門におけ る改革が 、 私経済部門 の改 革を支援 する とい う構図が生 まれ るこ とで 、 経済再

生が実現 する た め には 、 公 的部門 へ の 市場原理 の 導入 が不可欠で あ る 。 こ の 場合 の 抵抗は 、 公 的部

門の 存在理 由 と して市民社会の 公益性が経済 に優先する とい う主張か ら生 まれ る 。 この 目的を否定

す る もの で は ない が 、 公益性の 拡大解釈 か ら官業 お よび その 類似事業が政府資金 を使 っ て 際限な く

拡張 され 、 独 占の 弊害 と放漫経営を生み出 して きた 。 公社、公 団、特殊 法人等の 存廃を含めての 小

泉改革は その 点で は国民の 支持 を得 て い る 。 財 政危機 、経済危機、産業 の 衰退 とい う現実が改革を

迫 っ て い る 。 最大 の課題 は、日本経済 の 国際競争力維 持の ために、公 的部 門の 経済合理性 を回復 す

るこ とで ある 。 日本 の公共料金 は国際的に割高で ある 。こ れが 日本企業 の国際競争力 を阻害 して い

る 。 こ れは規制経済の 弊害で ある 。 公 的部 門の 事業に国際入 札を積極 的に採用 し 、 国際価格競争に
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耐える体質を培 うべ きで あ る 。

　公 的部 門へ の 市場原 理の 導入 を躊躇 うな らば構造改革は成功 しない 。 現在の政府機関は 、 地方 自

治体を含め て 、
「ServiCe　Delivery　State」 の 役割を果た して い る 。 こ の ため に 、 民間企業 と競合す

る事業を も数 多 く取 り込 んで い る 。 しかもそ の 規模 は 、 公 益性 を根 拠 に財政 資金 を採算性無視で 投

入 するため に 、 民間企業の 採算性重視の 投資 とはかけ離れ た大 きな もの で ある 。 公社 、 公 団 、 第三

セ ク タ
ー

へ の 投資も

行政需要 と して 捉え られ 、 採算性が無視 されて い る 。 その結果 、 数多 くの 事業が赤字経営 に転落 し

て い るし、 債務超過で ある 。 資産に つ い て もそ の市場価値は投資原価 を下回 っ て い る 。 金利負担 が

膨大 であ り、 減 価償却 費 も収益で 賄 えない 。 こ れ らは結局 、 親機関で あ る政府 または 地方 自治体の

財政負担 に転嫁 され る 。 こ の よ うな実情をチ ェ ヅ クす る外部監査法人の 財務諸表監査制度はない 。

会計制度その もの が 民間 の よ うに 整備 されて い な い し、 情報開示制度もない 。 要する に 、 内輪の論

理に 終始 して い る ので ある 。 ［注 6］

6 ．結び

　市場環境対応型会計 モ デル の形 成 とい う本稿の テ
ー

マ は、国際証券資本主義の 浸透 に よ っ て 、 日

本の 企業が直面 して い る会計制度上 の 問題を 、 市場の要請 にい か に して 対応 す るか 、 その歴史的背

景 を踏 まえな が ら 、 未来 に向 か っ て論 じた もの で あ る 。 そ の なかで 、 市 場環 境の 変化に 対応する会

計パ ラダイムへ の始動は何時で あ っ たかを確認 し、こ の パ ラダイムの もとで の 会 計モ デル に期待さ

れ る の は 株主価値の 表明 にあ る こ とを認識 した 上 で 、 こ の 会計モ デル の 構築を要請す る現実を検証

した。

その 検証 の なか で 、公的部 門へ の 市場原 理の 導入 の 必要性 を 、 公共料金 の 形成に 対する役割と日本

経済 の国際競争 力の 維持 に対す る責任 の面 か ら取 り上げ た 。

　公会計分野には 「株主価値」 とい う指標はない が 、 出資持分 に対 す る責任 があ る 。 なた、「利 益

を生む」機 関で はな い が 、 発生 した剰余金 を親機 関で あ る地 方 自治 体の 一般 会計 に上納 する土地開

発公社の ように 、 財政支援に役立 つ 団体があ っ た 。 逆に 、 債務超過になる と 、

一
般会計か ら財政支

援が子機 関で ある第三 セ クターに行 なわれた 。 こ れ らの 事実は、公会計分野 でも持分管理 の ため に 、

市場環境対応型会計モ デル の 導入 が必要で ある こ とを示 して い る 。

一
般会計に於いて は 、 持分管理

は、出資概念 の 不在に 対応 して 、正味財 産管 理 と理解され る 。

注 1 ． 吉田寛　公 正 価値会計の 底流 、
『経営学論集』 九州産業大学経営学会

　　　　　　 2001 年 8 月

注 2 ． 吉 田寛　会計制度 改革 の 変遷 ：三 つ の モ デル 　 『企業会計』 申央経済社

　　　　　　 VOL ，52
，
　 N 　O ．3 ．2000 年 3 月

注 3 ． 吉 田寛　 日本 の公 認会 計士監査制度の生 成と発展、『税経通信 』 税務経理協

　　　　　　 会 VOL ．55，
　 N 　O ．3，

2000 年 3 月

注 4 。 吉田寛　市場経済の 進化 と会計パ ラ ダイ ム の 転換、『税経 通信 』 税務経理協

　　　　　　 会 、VOL ， 56 ，
　 NO ， 11 ， 2001 年 8 月

注 5， 吉田寛　公 会計研究の 意義 と役 割一市場環境対応型 モ デル の 形成一
、

『地 方

　　　　　　 財務』 きょ うせ い 　2001 年 4 月、NO ．563

注 6 ．吉田寛 　市場型社会 と市民社会 に対峙 する官公庁 の 会 計改革一 資源会計 に よる改革 の 勧 め 一
、

　　　　　　　 『企業会計 』 中央 経済社、VOL ．53 ，
　 NO ．12

，
2001 年 12 月
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